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令和８年度宜野座村一般廃棄物収集運搬業務委託に関する実施要綱 

 

 この要綱は、宜野座村から発生する一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務委託に関し

必要な事項を定め、地域の生活環境及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 

 

１ 業務委託 

（１）業務名：宜野座村一般廃棄物収集運搬業務 

（２）業務内容：別紙「宜野座村一般廃棄物収集運搬業務仕様書」のとおり 

（３）収集地区：宜野座村一円 

（４）収集ごみ：燃やせるごみ・燃やせないごみ 

（５）委託期間：令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

２ 入札参加条件 

 この公募入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる資格要件のすべてを満たして

いることとします。 

（１）宜野座村に１年以上住所を有している者。（法人にあっては、本社を有する者） 

（２）業務を遂行するに足りる体制を有していると認められる者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条 

  第 2 号から第 4 号まで及び第 6 号に該当しないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをしていな 

  いこと。 

（５）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく更生手続開始の申立てをしていな 

  いこと。 

（６）破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。 

（７）国税と県税及び村税を滞納していない者であること。 

（８）入札参加申請手続き（第５項書類）の受付が済んでいること。 

 

３ 委託契約 

 本業務委託に係る委託契約者は、入札参加条件を満たす者を指名し、入札を行い決定す

る。 

 ただし、村と１位落札者との間で、委託に関して必要な協議が合意に至らなかった場合、

次順位以降の者を繰り上げて、その者と協議するものとする。 
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４ 公募に関する事項 

 実施要綱の配布期間：令和７年１２月２５日（木）から令和８年１月２６日（月）ま 

 で。 

  ※宜野座村村民生活課及び村ホームページから入手可能 

 

５ 入札参加申請手続き 

（１）入札参加手続きにおいては、本要綱及び別紙仕様書を熟知の上、書類をそろえるこ 

  と。 

（２）提出書類（各１部） 

① 一般廃棄物収集運搬業務入札参加申請書（様式第１号） 

 ②添付書類 

※１見積書は、積算内訳を記入し、税込価格とすること。 

※２個人にあたっては必要人員を確保し、上記書類の５を従事者分提出すること。 

（２）提出期限：令和８年１月２６日（月）１６時まで 

（３）提出場所：宜野座村役場 村民生活課 

（４）提出方法：持参により提出する。 

 

６ 現場説明 

 実施しない。 

 

必 要 書 類 備  考 個人 法人 

１  住民票抄本及び身分証明書  任意様式 〇  

２  定款及び現在事項証明書（履歴事項証明書でも可）   〇 

３  履歴書  任意様式 〇  

４  運転免許証の写し（従事者） 運転手については中型自

動車免許同等以上 

〇 〇 

５  国税・県税・村税の完納証明書（未納がない証明書）  任意様式 〇 〇 

６  会社概要  様式第2号  〇 

７  業務実績調書  様式第3号 〇 〇 

８  業務責任者の経歴及び実績等調書  様式第4号 〇 〇 

９  役員等一覧表  様式第5号  〇 

１０ 従事者名簿（３名以上）及び配置計画書  様式第6号 〇 〇 

１１ 業務に必要な人員を調達する旨の誓約書  任意様式  〇 〇 

１２ 誓約書(暴力団排除関係）  様式第7号 〇 〇 

１３ 参考見積書（５年分と単年の記載すること）   任意様式 積算内訳記入 〇 〇 



- 3 - 

７ 問い合わせ 

（１） 仕様書等に疑義がある場合には、役場村民生活課へ問い合わせ。 

  電話番号：０９８-９６８-８５０１ 

 

８ 指名通知 

（１） 令和８年１月２８日（水）までに通知する。 

 

９ 入札 

 日時：令和８年２月１３日（金）１０時より 

 場所：ふれあい交流センター２階がらまん会議室 

 入札回数は原則３回を限度とし、宜野座村指名競争契約入札心得に関する要領に基づき

入札を執行する。 

 

 

１０ その他 

（１）提出された申請書及び書類等は、一切返却しないものとする。 

（２）提出された申請書及び書類等は、審査を行なう作業に必要な範囲内において複製す 

    ることがある。 

（３）受託者は、令和８年４月１日からの収集運搬業務が確実に行えるよう、令和８年 

  ３月３１日までに現受託者から収集場所等の引継ぎを行うこと。 

（４）入札の経過等、入札までの内容に関することについては非公表とする。 

 

                    

 

 

 担当者 

                     宜野座村村民生活課 環境係 平田 

                     〒904-1392 宜野座村字宜野座 296 番地 

                     【電話】098-968-8501【FAX】098-968-5113 

 

 


